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中野区子ども・子育て支援事業計画（第３期）改訂（案）について 

 

中野区子ども・子育て支援事業計画（第３期）改訂について、子ども・子育て会議で

の意見聴取を踏まえ、以下のとおり計画改訂（案）を作成したので報告する。 

 

１ 子ども・子育て会議での意見概要 

主な意見の概要 区の考え方 

第３節 需要見込みと確保方策 ３ 需要見込みと確保方策 

乳児等のための支援給付（こども誰でも

通園制度）の需要見込みと確保方策の

数値はどのように算出されているのか。 

需要見込みについては、人口推計から

保育需要推計を差し引いて算出してい

る。また、確保方策については、現在の

実施施設数と各施設が設定する利用定

員数をもとにしており、年々数を増やし

ていく考えのもとで算出している。 

 

２ 中野区子ども・子育て支援事業計画（第３期）改訂（案） ※改訂部のみ抜粋 

 （１）中野区子ども・子育て支援事業計画（第３期）改訂（案） 

別添のとおり（資料中下線部が変更点） 

 （２）主な改訂内容 
 

 項目 頁 主な改訂内容 

第３節 需要見込み

と確保方策 

２ 子ども・子育て支

援制度の概要 

４ 

「子ども・子育て支援制度に基づく給付・事業」

図の表記を修正 

これに伴い、注釈※４における表記修正 

５ 
「４ 乳児等のための支援給付(こども誰でも

通園制度)」中の表記を修正 

第３節 需要見込み

と確保方策 

３ 需要見込みと確保

方策 

１１ 

「事業概要」及び「需要見込みと確保方策」中

の表記を修正 

下表の「需要見込みと確保方策」の数値修正 
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３ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年３月  計画改訂 

      ４月  乳児等のための支援給付（こども誰でも通園制度）の創設 
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中野区子ども・子育て支援事業計画（第３期） 

【令和７年度～令和１１年度】 

改訂（案）（一部抜粋） 

令和７年（２０２５年）３月 

（令和８年（202６年）〇月改訂） 

中野区 

別 添 



※下線部が変更点 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節  需要見込みと確保方策 
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１ 教育・保育施設の現状と利用状況 
 

◆区内の幼稚園の数・定員 

（令和６年４月１日現在） 

 

◆区内の保育施設の数・定員 

  （令和６年４月１日現在） 

 

◆区内の認定こども園の数・定員 

 （令和６年４月１日現在） 

 

施設区分 施設数（か所） 定員（人） 

私立幼稚園 １８ 3,317 

区立幼稚園 ２ １６０ 

合計 ２０ 3,477 

施設区分 施設数（か所） 定員（人） 

認可保育所 93 7,403 

 
区立 10 972 

私立 83 6,431 

地域型保育事業 17 177 

 

家庭的保育事業 7 24 

小規模保育事業 9 152 

事業所内保育事業 0 0 

居宅訪問型保育事業 1 1 

認証保育所 7 212 

施設区分 
施設数 

（か所） 

定員（人） 

幼稚園的利用 保育園的利用 

幼保連携型認定こども園 ３ １１４ ２９５ 

幼稚園型認定こども園 １ １６５ ６６ 

保育所型認定こども園 １ ９ １００ 

合計 ５ ２８８ ４６１ 
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２ 子ども・子育て支援制度の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１…令和４年児童福祉法の改正により新たに追加された事業です。 

※２…令和６年子ども・子育て支援法の改正により新たに追加された事業です。 

※３…令和６年児童福祉法の改正により新たに追加された事業です。 

※４…令和８年子ども・子育て支援法の改正により新たに追加される事業です。 

 

１ 子どものための教育・保育給付 

◆施設型給付 

 施設型給付は、「認定こども園」「幼稚園」「認可保育所」が対象になり、以下の給付構成 

が基本になります。 

（１）満３歳以上の子どもに対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保 

育に対する給付 

（２）満３歳未満の子どもの保護者の就労時間等に応じた保育に対する給付 

◆地域型保育給付 

子ども・子育て支援制度に基づく給付・事業 

２ 地域子ども・子育て支援事業 

〇利用者支援事業 

〇地域子育て支援拠点事業 

〇妊婦健康診査 

〇乳児家庭全戸訪問事業 

〇養育支援訪問事業及び子どもを守る地域 

ネットワーク機能強化事業 

〇子育て短期支援事業 

〇一時預かり事業 

〇子育て援助活動支援事業 

〇延長保育事業 

〇病児・病後児保育事業 

〇放課後児童健全育成事業(学童クラブ) 

〇多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

〇実費徴収に係る補足給付を行う事業 

〇子育て世帯訪問支援事業【新規※１】 

〇児童育成支援拠点事業【新規※１】 

〇親子関係形成支援事業【新規※１】 

〇産後ケア事業【新規※２】 

〇妊婦等包括相談支援事業【新規※３】 

 

１ 子どものための教育・保育給付 

◆施設型給付 

 〇認定こども園 

 〇幼稚園 

 〇認可保育所 

 
◆地域型保育給付 

 〇小規模保育事業 

 〇家庭的保育事業 

 〇居宅訪問型保育事業 

 〇事業所内保育事業 

３ 子育てのための施設等利用給付 

幼稚園＜新制度未移行＞、認可外保育施設、 

預かり保育等の利用に係る支援 

４ 乳児等のための支援給付(こども 

誰でも通園制度)【新規※４】 

保育所や幼稚園等に通っていない子どもへ 

の支援 
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 地域型保育給付は、区が認可を行う以下の地域型保育事業が対象となります。 

 ・小規模保育事業…小規模な環境(定員６人以上１９人以下)で保育を実施する事業 

 ・家庭的保育事業…家庭的な雰囲気のもと、小規模(定員５人以下)で保育を実施する事業 

 ・居宅訪問型保育事業…病気や障害などの理由から、保育所等で集団保育が難しい場合に 

            保護者の自宅で１対１で保育を実施する事業 

 ・事業所内保育事業…事業所内の保育施設で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保

育する事業 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業 

  区市町村が地域の実情に応じ、子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業です。 

   

３ 子育てのための施設等利用給付 

令和元年１０月に開始した幼児教育・保育の無償化に伴い創設された給付制度です。幼

稚園(新制度未移行）、特別支援学校、預かり保育、認可外保育施設等(※)において、特定

教育・保育等を受けた場合に一定の利用料が給付されます。 

給付を受けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。 

 ※認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート事業 

 

４ 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度) 

保育所や幼稚園等に通っていない子どもへの支援を強化するため、現行の「１ 子ども

のための教育・保育給付」とは別に、令和８年度より新たに創設される制度です。 

 

 

【区域の設定】 

 子ども・子育て支援法に基づく国の基本指針により、区市町村は、量の見込みと確保方

策を設定する単位として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件および教育・

保育施設の整備状況等を勘案して、地域の実情に応じて、提供区域を定めることとされて

います。 

 中野区では区全域を１つの区域として、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業を提供します。 
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３ 需要見込みと確保方策 

（１）幼児期の教育・保育 

① 保育の必要性の認定区分 

 計画期間における幼児期の教育・保育の需要見込みと確保方策は、保育の必要性の

認定区分ごとに定めます。 

 

【保育の必要性の認定区分】 

 保育の必要性の認定区分は、子どもの保護者の申請を受けた区が客観的基準に基づ

き、以下の３つの区分で認定します。 

区分 利用施設 

１ 号 認 定 
３～５歳 

幼稚園等での教育を希望 認定こども園、幼稚園 

２ 号 認 定 
保育の必要性があり、保

育所等での保育を希望 

認定こども園、認可保育所 

３ 号 認 定 ０～２歳 
認定こども園、認可保育所、

地域型保育事業 

※ただし、３号認定は０歳と１～２歳に区分 

 

② 確保方策の考え方 

 幼児期の教育・保育の需要に対する必要な定員の確保に向けて、地域ごとの需要

に応じた私立認可保育所の整備、認可保育所等の柔軟な定員変更により、適正な定

員を確保することで待機児童数ゼロを維持するとともに、施設の類型を変更する教

育・保育施設を対象に必要な支援を行います。 
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③ 計画期間における新規確保方策(各年度４月１日時点の施設数) 

 

年 度 令和６年度（実績） 令和７年度 令和８年度 

確保方策の内容 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計 

 

認定こども園 ２施設 ５施設 - ５施設 - ５施設 

幼 稚 園 ‐ ２０施設 ▲２施設 １８施設 ▲１施設 １７施設 

認 可 保 育 所 

認定こど

も園化 

▲２施設 

９３施設 - ９３施設 - ９３施設 

地域型保育事業 

小規模 

▲３施設 

家庭的 

▲１施設 

１７施設 - １７施設 - １７施設 

認証保育所等 - ７施設 - ７施設 - ７施設 

 

年 度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

確保方策の内容 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計 新規施設 施設合計 

 

認定こども園 - ５施設 - ５施設 - ５施設 

幼 稚 園 - １７施設 ‐ １７施設 ‐ １７施設 

認 可 保 育 所 - ９３施設 - ９３施設 - ９３施設 

地域型保育事業 - １７施設 - １７施設 - １７施設 

認証保育所等 - ７施設 - ７施設 - ７施設 
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④ 認定区分ごとの需要見込みと確保方策（各年度４月１日時点） 

◆１号認定（満３歳以上で幼稚園及び認定こども園を利用） 

 

 （単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） １，９５８ １，７７１ １，５８７ １，３８４ １，２０６ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園、 

幼稚園（新制度 

移 行 ） ※ 

１,０３８ １，０３８ １，０３８ １，０３８ １，０３８ 

私立幼 稚 園 

（新制度未移行） 
２，４９７ ２，２８７ ２，２８７ ２，２８７ ２，２８７ 

合計（ｂ ） ３，５３５ ３，３２５ ３，３２５ ３，３２５ ３，３２５ 

過不足(ｂ)－（ａ） １，５７７ １，５５４ １，７３８ １，９４１ ２，１１９ 

※幼稚園（新制度移行）…区立幼稚園２園、私立幼稚園４園 

 

 

◆２号認定（満３歳以上で保育所及び認定こども園を利用） 

 

（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） ３，９５６ ３，９８９ ４，００３ ３，９３３ ３，８８７ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園 

認可保育 所 
４，５９９ ４，５９９ ４，５９９ ４，５９９ ４，５９９ 

認証保育所等（認 

可外保育施設） 
５２ ５２ ５２ ５２ ５２ 

合計（ｂ ） ４，６５１  ４，６５１ ４，６５１ ４，６５１ ４，６５１ 

過不足(ｂ)－（ａ） ６９５ ６６２ ６４８ ７１８ ７６４ 

 

 

 



※下線部が変更点 

9 

 

◆３号認定（満３歳未満で保育所、認定こども園及び地域型保育事業を利用） 

 

【０歳児】 

（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） ５２４ ５１３ ４９５ ４７５ ４６３ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園 

認可保 育 所 
６５８ ６５８ ６５８ ６５８ ６５８ 

地域型保育事業 ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

認証保育所等（認 

可外保育施設） 
４４ ４４ ４４ ４４ ４４ 

合計（ｂ ） ７４２ ７４２ ７４２ ７４２ ７４２ 

過不足(ｂ)－（ａ） ２１８ ２２９ ２４７ ２６７ ２７９ 

 

【１歳児】 

（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） １，３６４ １，３５０ １，３５６ １，３４７ １，３３１ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園 

認可保 育 所 
１，２５０ １，２５０ １，２５０ １，２５０ １，２５０ 

地域型保育事業 ６３ ６３ ６３ ６３ ６３ 

認証保育所等（認 

可外保育施設） 
５１ ５１ ５１   ５１ ５１ 

合計（ｂ ） １，３６４ １，３６４ １，３６４ １，３６４ １，３６４ 

過不足(ｂ)－（ａ） ０ １４ ８ １７ ３３ 
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【２歳児】 

（単位：人） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み（ａ） １，４１３ １，３６０ １，３４３ １，３５４ １，３５１ 

確 

保 

方 

策 

認定こども園 

認可保 育 所 
１，３５７ １，３５７ １，３５７ １，３５７ １，３５７ 

地域型保育事業 ７３ ７３ ７３ ７３ ７３ 

認証保育所等（認 

可外保育施設） 
６５ ６５ ６５ ６５ ６５ 

合計（ｂ ） １，４９５ １，４９５ １，４９５ １，４９５ １，４９５ 

過不足(ｂ)－（ａ） ８２ １３５ １５２ １４１ １４４ 
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 （３）乳児等のための支援給付（こども誰でも通園制度） 

 

【事業概要】 

令和８年度から、国により、就労の有無を問わず月一定時間まで保育施設等を利用

できる制度が創設されます。 

中野区では、区内に在住しており、保育所や幼稚園等に通っていない子どもが区内

の施設を利用する場合に、０歳６か月から２歳児クラス相当（満３歳児を含む）まで

の期間中に、月最大８０時間まで利用できる制度として、区独自の上乗せをして実施

します。また、制度を利用した３歳以上の子どもに向けては、利用可能な教育・保育

施設について案内する等により、教育・保育施設との円滑な接続に努めます。 

 

【需要見込みと確保方策】 

需要見込みは、現在の国の指針に基づいて、国が定める制度（子ども一人あたり月

１０時間までの利用）のために必要となる、１時間あたりの利用定員の数を算出して

います。一方で、区では、区民が月１０時間を超過して利用できる制度となるよう、

これを上回る利用定員の確保を目指して確保方策を設定します。 

なお、本制度は新たな制度であるため、今後の利用状況や施策の動向等を踏まえ、

必要に応じて継続的な見直しを行います。 

 

（単位：人／時間） 

年 度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

需

要

見

込

み 
０歳児 ２８ ２７ ２６ ２４ ２４ 

１歳児 ２０ １９ １８ １６ １４ 

２歳児 ２１ １８ １６ １４ １２ 

合計（ａ） ６９ ６４ ６０ ５４ ５０ 

確

保

方

策 

０歳児 ５ ８ １１ １４ １７ 

１歳児 ４ ７ １０ １３ １６ 

２歳児 １４ ６４ ９１ ９４ ９７ 

合計（ｂ） ２３ ７９ １１２ １２１ １３０ 

過不足（ｂ－ａ） －４６ １５ ５２ ６７ ８０ 
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（３）こども誰でも通園制度 

 令和６年子ども・子育て支援法改正により、地域子ども・子育て支援事業として、

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が新たに創設され、令和７年４月から

施行されます。令和８年度には同法に基づく新たな給付制度として、「乳児等のため

の支援給付」として位置づけされることとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年７月３１日こども家庭庁発出 

「こども誰でも通園制度に関するオンライン自治体説明会」資料より抜粋 

 

【事業概要】 

 国では、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するととも

に、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での

支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能

枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付（こども誰

でも通園制度）を創設することが検討されています。 

中野区では、国が目指す令和８年度の本格実施に先駆けて、令和７年度に本制度を

試行的に実施し、課題や効果の検証を行います。令和８年度以降は国の動向を注視し、

必要に応じて実施内容の見直し等を検討します。 

 

参考_改訂前計画より抜粋（乳児等のための支援給付（こども誰でも通園制度）） 
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【需要見込みと確保方策】 

 国の指針に基づき需要見込みを算出しています。こども誰でも通園制度の利用を希

望する全ての家庭が利用できるよう、確保方策は需要見込み数としています。 

 

（単位：人日） 

 

 

年 度 令 和 ７ 年 度 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令和１０年度 令和１１年度 

需要見込み ３７ ３４ ３０ ９１ ８３ 

 

０ 歳 児 １４ １４ １３ ４１ ４０ 

１ 歳 児 １２ １０ ９ ２６ ２３ 

２ 歳 児 １１ １０ ８ ２４ ２０ 

確 保 方 策  ３７ ３４ ３０ ９１ ８３ 

 

０ 歳 児 １４ １４ １３ ４１ ４０ 

１ 歳 児 １２ １０ ９ ２６ ２３ 

２ 歳 児 １１ １０ ８ ２４ ２０ 

参考_改訂前計画より抜粋（乳児等のための支援給付（こども誰でも通園制度）） 


